
 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

     

 

 

 

      

 

 

 

      

 

  

  

 

  

令和４年度答申第５４号

令和４年 １１月 ２９日

諮問番号 令和４年度諮問第５６号（令和４年１１月１０日諮問）

審 査 庁 厚生労働大臣

事 件 名 職業訓練受講給付金不支給決定に関する件

答 申 書

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。

結 論

本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当で

ある。

理 由

第１ 事案の概要

１ 本件審査請求の骨子

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、職業訓練の実施

等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成２３年法律第４７号。以

下「求職者支援法」という。）７条１項（令和４年法律第１２号による改正前

のもの。以下同じ。）の規定に基づく職業訓練受講給付金（以下「給付金」と

いう。）の支給の申請（以下「本件申請」という。）をしたのに対し、Ａ公共

職業安定所長（以下「処分庁」という。）が不支給とする決定（以下「本件不

支給決定」という。）をしたところ、審査請求人がこれを不服として審査請求

をした事案である。

２ 関係する法令の定め

（１）求職者支援法７条１項は、公共職業安定所長が指示した認定職業訓練又

は公共職業訓練等（以下「認定職業訓練等」という。）を特定求職者が受

けることを容易にするため、国が当該特定求職者に対して、給付金を支給
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することができる旨規定し、同条２項は、給付金の支給に関し必要な基準

は、厚生労働省令で定める旨規定する。

（２）厚生労働省令である職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に

関する法律施行規則（平成２３年厚生労働省令第９３号。以下「求職者支

援規則」という。）１１条１項（令和４年厚生労働省令第７３号による改

正前のもの。以下同じ。）は、職業訓練受講手当は、公共職業安定所長が

指示した認定職業訓練等を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間（原

則、訓練開始日を起算日として１か月ごとに区切った個々の期間）におい

て同項各号のいずれにも該当するときに、当該給付金支給単位期間につい

て支給する旨規定する。

求職者支援規則１１条１項各号のうち、出席に関する要件を規定する同

項５号は、認定職業訓練等の全ての実施日に当該認定職業訓練等を受講して

いること（ただし、やむを得ない理由により受講しなかった当該認定職業訓

練等の実施日がある場合にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数に

一部のみを受講した日数（１実施日における訓練の部分の２分の１以上に相

当する部分を受講した日に限る。）に２分の１を乗じて得た日数を加えた日

数（１日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数）の当該認定職業

訓練等の実施日数に占める割合が１００分の８０以上であること）を掲げて

いる。

３ 事案の経緯

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は以下のとおりである。

（１）特定求職者である審査請求人は、令和３年９月１日、公共職業訓練を開

始した。当該訓練は、「Ｂ科」（以下「本件訓練」という。）であり、訓

練期間は、同日から同年１１月２９日までであった。

（就職支援計画書）

（２）審査請求人は、本件訓練について、令和３年１０月５日は就職活動の電

話のために２時限目を早退し、同月１３日は腰椎ねんざのために１日欠席

し、同月１８日は交通機関の延着のために１時限目に遅刻し、同月１９日は

腰痛のために１時限目から３時限目までを欠席し、同月２１日は交通機関の

延着のために１時限目に遅刻し、同月２２日は腰痛のために１日欠席し、同

月２５日は腰痛のために１時限目及び２時限目を欠席し３時限目に遅刻し

た。なお、上記の欠席及び遅刻については、それぞれ、審査請求人から証明

書類が提出されている。
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（職業訓練受講給付金支給申請書、早退届（令和３年１０月５日に係るも

の）、欠席届２通（令和３年１０月１３日及び同月２２日に係るもの）、遅

刻届４通（令和３年１０月１８日、同月１９日、同月２１日及び同月２５日

に係るもの））

（３）審査請求人は、令和３年１１月４日、処分庁に対し、同年１０月１日か

ら同月２９日までの給付金支給単位期間について本件申請をしたところ、処

分庁は、同年１１月４日、「求職者支援訓練等の全ての実施日に出席してい

なかったため。または、やむを得ない理由により出席しなかった日がある場

合にあっては、求職者支援訓練等を受講した日数の当該求職者支援訓練等の

実施日数に占める割合が８割未満であったため」との理由を付して、本件不

支給決定をした。

（職業訓練受講給付金支給申請書、職業訓練受講給付金不支給決定通知書（令

和３年１１月４日の本件不支給決定に係るもの））

（４）審査請求人は、令和３年１１月１７日、審査庁に対し、本件不支給決定

を不服として、本件審査請求をした。

（審査請求書）

（５）審査庁は、令和４年１１月１０日、当審査会に対し、本件審査請求を棄却

すべきであるとして、本件諮問をした。

（諮問書、諮問説明書）

４ 審査請求人の主張の要旨

以下の理由により、本件不支給決定の取消しを求める。

（１）令和３年１０月の訓練期間中の欠席、遅刻及び早退に関しては、全てや

むを得ない理由であった。

（２）時間数に関しては、令和３年１０月中の開講数に対して、８０パーセン

ト以上の出席率である。

（３）審査請求人自身の就職、社会復帰に全力を尽くし、英語を学習すること

に対し、真摯に向き合った。

（審査請求書）

第２ 審査庁の諮問に係る判断

審査庁の判断は、おおむね以下のとおりである。

１ 求職者支援規則の規定を受けて、給付金の支給要件の具体的な取扱いにつ

いては、求職者支援制度業務取扱要領（平成２３年９月１日付け職発０９０

１第４号、能発０９０１第５号職業安定局長・職業能力開発局長連名通達
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「求職者支援制度の実施について」別添。以下「求職者支援要領」という。）

１００４２ホにおいて規定されている。審査請求人の欠席等理由については、

処分庁においていずれもやむを得ない理由であることを確認しているが、求

職者支援要領１００４２ホにおいては、「やむを得ない理由により受講しな

かった場合であっても、受講した日数が当該求職者支援訓練等の実施日数に

占める割合が１００分の８０以上である必要がある。やむを得ない理由によ

り１実施日における訓練の２分の１以上に相当する部分を受講したものにつ

いては、１／２日分受講したものとして取り扱うこととする。なお、この場

合、あくまで全体の実施日数に占める受講「日数」としての割合を算定する

ものであることから、訓練を受講した日に１／２日分受講したものとして取

り扱う日を加えて算出した出席日数に端数が出た場合には、当該端数（１／

２日）は、「日数」として取り扱うことはできず、切り捨てた上で受講日数

を算定することとなる。２分の１以上に相当する部分とは、１実施日におけ

る訓練時間数の２分の１以上を出席することが必要ということであり、具体

的な算定にあたっては、１日の訓練カリキュラムにおける総時限（総コマ）

数のうち、半分以上の時限（コマ）に出席したことが必要となる。時限（コ

マ）ごとの出席については、その時限（コマ）の全ての時間に出席していた

ことが必要であり、当該時限（コマ）に遅刻・早退等があった場合には、当

該時限（コマ）は欠席したこととなる。」と規定されている。

２ また、求職者支援要領１００４２チにおいて、インフルエンザ等に感染した

等の場合、出席率の算定に当たり、欠席等の日を訓練実施日から除外できるこ

とが規定されているが、審査請求人の欠席等理由についてはいずれも該当しな

い。

３ 本件訓練については、令和３年１０月の支給単位期間における訓練実施日

数が２１日であり、そのうち１日欠席が２回（１０月１３日及び同月２２

日）、２分の１日欠席が５回（１０月５日、同月１８日、同月１９日、同月

２１日及び同月２５日）であるが、上記１のとおり、出席日数の端数は「日

数」として取り扱うことはできず、切り捨てた上で受講日数を算定するため、

訓練受講日数は１６日となる。この結果、２１日のうち１６日の出席と判断

され、出席率は７６パーセントとなり８割を下回る。

４ 以上により、本件申請については、求職者支援規則１１条に定める給付金

の支給要件を欠くことから、処分庁が行った本件不支給決定は正当なもので

あり、本件審査請求には理由がないため棄却すべきである。
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第３ 当審査会の判断

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について

（１）本件審査請求から本件諮問に至るまでの手続の経緯を見ると、以下のと

おりである。

本件審査請求 ：令和３年１１月１７日

反論書提出期限 ：令和４年２月１７日

審理員意見書提出：同年１０月４日付け

本件諮問 ：同年１１月１０日

（２）これらの一連の手続を見ると、本件審査請求から本件諮問までに、約１

年もの期間を費やしている。とりわけ、反論書の提出期限から審理員意見書

の提出までに約７か月半を要しているのは、これだけの長期間を要する特段

の理由があったとは考えられないので、審査庁においては、手続を迅速に進

行させるための方策を考えるべきである。

（３）上記で指摘した点以外には、本件諮問に至るまでの一連の手続に特段違

法又は不当と認められる点はうかがわれない。

２ 本件不支給決定の適法性及び妥当性について

（１）前記記載のとおり、給付金の支給を受けるためには、認定職業訓練等の全

ての実施日に当該認定職業訓練等を受講していることが原則として求められ

ている（求職者支援規則１１条１項５号本文）。求職者支援制度は、訓練受

講を通じて求職者を就職に結び付けていくことを目的とするものであり、ま

た、訓練は、その期間中の一貫したプログラムに沿って実施されるものであ

って、これを全て受講することによってその成果が上がるものであることか

らすれば、全ての訓練に出席することが当然に前提とされているものと考え

られる。そうすると、給付金の支給要件に定める「認定職業訓練等の全ての

実施日に当該認定職業訓練等を受講していること」とは、全ての実施日につ

いて、プログラムの開始から終了まで受講することを厳格に要求する趣旨で

あると解される。

ただし、例外として、求職者支援規則１１条１項５号ただし書は、やむを

得ない理由により受講しなかった当該認定職業訓練等の実施日がある場合は、

当該認定職業訓練等を受講した日数の当該認定職業訓練等の実施日数に占め

る割合が１００分の８０以上であることをもって要件を満たす旨を定めてお

り、受講した日数には、やむを得ない理由により実施日の訓練の一部（２分

の１以上）のみ受講した日がある場合は当該一部受講日の日数に２分の１を

5 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

                

                

乗じた日数（端数は切り捨て）を加える旨を定めている。

（２）本件において、訓練実施日は２１日であり、審査請求人がプログラムの

開始から終了まで受講した訓練実施日は１４日であるから、全ての訓練実施

日に受講しているとの原則要件は満たされていない。

審査請求人は、受講しなかった訓練はやむを得ない理由により受講しなか

ったものであるとし、受講した時間数は訓練の８割以上である旨主張してい

る。

しかしながら、上記求職者支援規則に定められた受講日数の算定方法によ

ると、受講しなかった訓練が全てやむを得ない理由によるものであったとし

ても、受講した日数１４日に一部のみ受講した日である５日に２分の１を乗

じた日数（端数は切り捨て）を加えた日数は１６日であり、訓練実施日であ

る２１日の８割に満たない。

したがって、審査請求人は給付金支給に必要な求職者支援規則１１条１項

５号の要件を満たしていないので、審査庁の判断は妥当である。

３ 付言

本件の不支給決定通知書には、支給しない理由として「求職者支援訓練等の

全ての実施日に出席していなかったため。または、やむを得ない理由により出

席しなかった日がある場合にあっては、求職者支援訓練等を受講した日数の当

該求職者支援訓練等の実施日数に占める割合が８割未満であったため」と記

載されているが、これまで当審査会の答申において付言で再三指摘してきたよ

うに、かかる記載では不支給の理由が「求職者支援訓練等の全ての実施日に出

席していなかったため」なのか「やむを得ない理由により出席しなかった日が

ある場合にあっては、求職者支援訓練等を受講した日数の当該求職者支援訓練

等の実施日数に占める割合が８割未満であったため」なのか明確ではなく、理

由の記載方法として不適切である。適切な記載を徹底することが求められる。

４ まとめ

以上によれば、本件不支給決定が違法又は不当であるとはいえず、本件審査

請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当である。

よって、結論記載のとおり答申する。

行政不服審査会 第２部会

委 員 戸 谷 博 子

委 員 木 村 宏 政
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                委 員 交 告 尚 史
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